
や相談支援を併せて行うものとし、その実施に当たっては、次の事項  

に留意すること。   

（ア）母子t父子家庭の職場や家庭を訪問する巡回相談を実施する   

など継続的生活支援を行うこと。  

（イ）相談指導に当たっては、人間関係の形成、親子関係の再構築、   

経済観念の醸成など適切な相談指導を行うとともに、必要な場合   
には関係機関や地域組織と連携した支援体制の調整を図ること。  

（ウ）事業実施に当たっては、地域の母子自立支援員や相談関係者と   
密接な連携を図って実施すること。  

（エ）特別相談は、離婚、親権等の問題、消費者金融や悪質商法など   
法律に関する問題や生階上の諸問題に対応するため専門家の助言   

を行うものとするこ  

（オ）養育費相談については、養育費に関する相談の他、面接交渉等   

の問題も含め相談に応じるとともに、離婚後のみならず、離婚前  

の者も対象として実施するものとし、必要に応じて弁護士等の紹  
‘介、家庭裁判所等で母子家庭の母等自らが手続きする際の書類作   

成支援等を行うこと。  

なお、養育費相談の実施に当たっては、う塵宜、養育費相談支援   
センターの助言を受ける等、同センターと連携しつつ実施するこ  

と。  
（カ）特に父子家庭については、父子家庭になった直後の生活に支援  

を必要としている場合が多いことから、子育て、生活相談や必要  

な制度の活用方法など情報提供を行うこと。  

なお、本事業については、父子家庭に対しても、必要な情報の提供  
や相談支援を併せて行う、ものとし、その実施に当たっては、次の事項  

に留意すること。  

（ア）母子・父子家庭の職場や家庭を訪問する巡回相談を実施する   

など継続的生活支援を行うこと。  

（イ）相談指導に当たっては、人間関係の形成、親子関係ゐ再構築、  

経済観念の醸成など適切な相談指運を行うとともに、必要な場合   
には関係機関や地域組織と連携した支援体制の調整を図ること。  

（ウ）事業実施に当たっては、地域の母子自立支援見や相談関係者と   

密接な連携を図って実施すること。  

（羊）特別相談は、離婚、親権等の問題、消費者金融や悪質商法など   

法律に関する問題や生活上の諸問題に対応するため専門家の助言  

を行うものとする。  

（オ）養育費相談については、養育費に関する相談の他、面接交渉等   

の問題も含め相談に応じるとともに、離婚後のみならず、離婚前   
の者も対象として実施するものとし、必要に応じて弁護士等の紹   
介、家庭裁判所等で母子家庭の母等自らが手続きする際の書類作   
成支援等を行うこと。  

なお、養育費相談の実施に当たっては、適宜、養育費相談支援   
センターの助言を受ける等、同センターと連携しつつ実施するこ  

と。  
（カ）特に父子家庭については、父子家庭になった直後の生活に支援   

を必要としている場合が多いことから、子育て、生活相談や必要  

な制度の活用方法など情報提供を行うこと。  （キ）嚇実施す   
榊対しては女性顆談員の配置や叩被害者   

筆㈱箪を踏まえ実  

施すること。  

（2）一般市等事業   

（略）   

6 関係機関との連携等   

（略）   

7 国の補助   

（略）   

（2）一般市等事業   

（略）   

6 関係機関との連携等   

（略）   

7 国の補助   

（略）  



「ひとり親家庭生活支援事業の実施にらいて」 一部改正新旧対照表（案）   

○ひとり親家庭生活支援事業の実施につい七（平成15年6月18日雇児発第0618005号）  

現   行  改 正 後  

雇児発第0618005号  
平成15年6月18日  

雇児発第0618005号  
平成15年6月18日 

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

都道府県知事  

各 指定都市市長 殿  
中核市市長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

ひとり親家庭生活支援事業の実施について   ひとり親家庭生活支援事業の実施について   

母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（平成14年法律第119号）の施行  
に伴い、母子家庭等の福祉の一層の増進を図るため、従来の「ひとり親家庭生活  
支援事業」の事業内容の見直しを行い、別紙「ひとり親家庭生活支援事業実施要  
綱」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、本事業の適正かつ  
円滑な実施を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、平成14年6月20日雇児発第0620003号「ひとり親  
家庭生活支援事業の実施について」は廃止する。  

母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律（平成1．4年法律第119号）の施行  
に伴い、母子家庭等の福祉の一層の増進を図るため、従来の「ひとり親家庭生活  
支援事業」の事業内容の見直しを行い、別紙．「ひとり親家庭生活支援事業実施要  
綱」を定め、平成15年4月1日から適用することとしたので、本事業の適正かつ  
円滑な実施を図られたく通知する。   

なお、本通知の施行に伴い、平成14年6月20日雇児轟第0620003号「ひとり 
家庭生活支援事業の実施について」は廃止する。  

（別紙）  

ひとり親家庭生活支援事業実施要綱   

第1 目的  
この事業は、母子家庭及び父子家庭（以下、「ひとり親家庭」という．。）並び   

に寡婦は、児童の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えている。   
また、こうした家庭の児童は、親との死別、離別という事態に直面し、精神的   

（別系氏）  

ひとり親家庭生活支援事業実施要綱   

第1 目的   
この事業は、母子家庭及び父子家庭・（以下、「ひとり親家庭」という。）並び   

に寡婦は、児童の養育や健康面の不安など生活の中に多くの問題を抱えている。   
また、こうした家庭の児童は、親との死別、離別という事態に直面し＼精神的  



にも不安定な状況にある。   
このため、親自身が生活の中で直面する諸問題の解決や児童の精神的安定を  

図り、ひとり親家庭及び寡婦（以下「旦とり親家庭隻」キいう0）の地域での   
生活を総合的に支援することを目的とする。  

第2 実施主体  
（略）  

第3 事業の内容等   
この事業は、次の1からAの事業について、地域の実情に応じて選択実施で  

きるものとする。  

談支援事業  1 ひとり   

しつけ  に 追われ、児童の   日々の生活  ひとり  
ること  様々な面において  理 など  管   至脚  

となる。  
の自立を支援するため、ひと望  吐凹巡ニi虹出雌   

うととも  導  指  訂必要な助  談に応  等の相  言  親家庭  
るものとする。  報 の提供  日  

（2）対象者  

等 を対象者とする。  親家庭   ひとり  

にはひとり  という。）   「相談員」  じる者（以下  
を選定するこ   ができる  切な助言  の相談に対し   

精神面  児や家事、  
な助言  に応じ  

当者等への  策の担  琴機関や蚤  

本人の同意  

な相  り専門的  よ  必要に応じて  

軒ぎ等を行うことj  
立支援員  上で、母子自   る場合には  まM要があ  
匪を行i  

の連絡先  

について  ンター  

談につし  談以外   生活一般に係  
援を行う  るなど必要   

の ほか、必要に応  に  来所  相談者の  にあたっては、  ウ 相談の  
るほか、平日  相 談などの  電話   訪問相  

で きる体制を  ることの   に応じ  においても  間や土日  
す  て 実施  まえ   ーズを  

地域にお  等を行  
に活用できる  等のひとり   

ぎが可  取組への  滑 な各種  じた円   必要に  こと。また  
ること。   携を図  機関との  取組の   

記録を  をまとめた  助言等の   オ  



相談により  。また   的 な実施に努めること  的・効率  

すること  機密保持  の十分に配   ついては、  

ること。  切な場所   た設備を有する  

と。   
ミ‥－一三二二三二三ヱ  

乙 生活支援講習会等事業   
ひとり親家庭等は、就業や家事等日々の生活に追われ、児童のしつけ・育  

児文薩母親や児童の健雷管理などが十分に行き厚かない面があることから、  
L生活支援講習会等事業  

は蓮志  
の相談に応じる  々の母子家庭等  るとともに、個   生活支援講習会を開催す  

る  
各種生活支援講習会を開催するものとする。また、  
やすいよう講習会・相談を実施する際、必要があ  
児サービスを併せて提供するものとする。  

しやすいよ  とする。また、母子家庭箪が利用  
嘉重森も盲瘍脊た油壷竜頭かる託児サービスを併せて畢供するものとす  

る。  
（1）事業内容   

ア生活支援講習会  
生活支援講習会の講習種目は、草子家庭笹の生活指導等を行うために   

必要な、次の講習とする′。   
（ア）～（エ）（略）   

イ 生活相談   
（ア）各種講習終了後、当．該講習で取り扱われた分野に知識・経験を有す  
る者による個別相談を実施する。   

（1）事業内容   

ア生活支援講習会  

生活支援講習会の講習種目は、ひとり親家庭隻の生活指導等を行うた   
めに必要な、次の講習とする。   
（ア）～（ェ）（略）  

イ 生活相談  
（ア）各種講習終了後、  

し、当該講習で取  
妄  

両頭を実施する。   
（イ）（略）   

り 託児サービス  
必要に応じて生活支援講習会、生活相談を受けているひとり親家庭の   

退室を講習会や相談中に預かる託児サービスを実施する。  

（2）対象者   

ひとり親家庭等を対象者とする。  

（イ）（略）  

ウ ＿託児サービス   

必要に応じて生活支援講習会、生活相談を受けているひとり親家庭の  
親が扶養している児童を講習会や相談中に預かる託児サービスを実施す  

る。  
（2）対象者   

生活指導、  
生活支援講習会  

る 母子家庭等で  あって、   を希望す  

が見込まれ  を図ること   生活の  目談によって  

（3）実施方法等   

ア 生活支援講習会   
（ア）・（イ）（略）   

イ生活相談   

（ア）（略）   

（イ）生活相談にあたっては、相談者の状況に応じて適切な塾宣を行うと  

ア 生活支援講習会  
（略）  

ィ  

（ア）（略）  

（イ）生活相談にあたっては、相談者の状況に応  ドバイスを   じて適切なア  



行うとともに、必要に応じて関係機関と連絡を密にすること。   
（ウ）生堕相談の内容廷、機密保持に十分に配慮すること0・  

ウ 託児サービス   

（ア）託児サービスを行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等  
に応じた施設・設備を有する適切な場所を確保すること。  

（イ）～（ェ）1略）「  

2 健康支援事業  
三  

ともに、必要に応じて関係機関と連絡を密にすること。   
（ウ）生活相談により得た情報の取扱いにつレ、て娃、機密保持に十分に配  

慮すること。  
り 託児サービス   

（ア）託児サービスを行う場合には、利用者の利便性を考慮し、児童数等  
に応じた設備を有する適切な場所を確保すること。  

（イ）～（エ）「蒔）   

（削除）  

ど精神面  簡薗が生じるな  Eたり、親子関係に  空清†云困難が生  調をくずし  
していることか  困難に   し、自立を  に影響  関係  不安  

加必要な助言・指導及  

である。  蘭係の調整を  行うもの   び家族  

身体的な健康問題について相談した母子  生活支援講習会の際に精神的  
継続的な支援が必要と榊   

（3   

ア 健康目談に応  には健康管理等  ＼う。）   「健康相談員」とレ  じる者（以下  
すること・。  ができる   に適切な助言  

適切なアドバイス  を個別に訪問し  の居宅  談員は   イ 健  
じて医療機関等   必要に応  こと。また  を行うこ  集団指  るとともに  

機関に連絡を取るなど必要な措置をと争羊と。  
指導等にあたること。  次の事項に  留意し  ウ健康相談員は  

を理解した  
習慣等  

特有の  生活の  勺な安定   の愛着や一  

痍阜ゐ健康状態の把握及び児童の成長御車  

健全な痛手関係を育成するため  方の指導、  薩康に留意し  た働き   
に必要な指導を  活 の維持・継続のため  な生   

こと。  

（イ潮音本人又は児童の疾病等と生活との関係等について、甲題串を  
工夫できる  とともに、生活の場において  自己理解を深める  認識させ  

勺に助言すること  い て具体   の 取組につ  容やそのため  

整理するとと  報を収集   の概要等の  （ウ）地域内の各種サービス  

±れらの情報を提供す  ること。  もに、必要に応じてこ  
記  指示事項等を  内容  じた場  にはその  エ 健康  口   

た記録を作  成しておく  

、て秘密保持に十分に配慮すること  内容につし  は、相  相談員  オ 健  

間 電話相談事業  3 土日・夜   

平日や日中などに就業や子育てを抱えているうえ、相談  母子 庭等は   



相手を選るの－こ困難な面がある捌嘩  
できる電話  なテFバイスを得ることの  酢き、適切  日において気軽に相  

しいこと。  
に ついて行うが、よ  等 の悩み事等   、ては、母子家庭  

し、円滑  談機関を   

相談内容  

は、適切な  蓼等につり三  

旨は、相談日  の要点を記録し  誌等を設け、  

に努めること。 也  
キニ緬師ま、秘密保持に十分に配慮すること。   

旦 児童訪問援助事業  
（1）～（3）（略）   

旦 ひとり親家庭情報交換事業   

（1）～（3） （略）  

第4 関係機関との連携等   
都道府県及び市町村は、この事業を実施するに当たっては、あらかじめ、里  

貞該魂   謡許耀義発軍票是謂讐志望豊島主義遠書法富孟最嘉苦讐霊雷   
密にするものとする。  

且 児童訪問援助事業   

（1）～（3）（略）   

旦－ ひとり親家庭情報交換事業   

（1）～（3）（略）  

第4 関係機関との連携等   
都道府県及び市町村は、この事業卑実施するド当たっては、あらかじめ、堂                                                                                                                   、■▲ ．   －－－．■ ＿ ．」L l▲ l1d l：：：＝l  

、事業の趣畠ゐ徹底を図るとともに、常に母子自立支援員、  
、母子福祉団体、母子生活支援施設等の関係機関との連携  

を密にするやのとする。  

第5 国の補助  
（略）  

第5 国の補助   
（略）   



「母子家庭等対策総合支援事業費事業費の国庫補助にづいて」一部改正新旧対照表（案）   



別 紙  
別 紙  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱   

（通則）  

1 （略）   

（交付の目的）  

2 （略）   

（交付の対象）  

3 この補助金の交付の対象となる事業（以下「交付対象事業」という。）は、次の事業とする吐  

母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金交付要綱  

（通則）  

1 （略）   

（交付の目的）  

2 （略）   

（交付の対象）  

白 この補助金の交付の対象となる事業  （以下「交付対象事業」という。）は、平成17年11  月11日属児発第1111001嘲寺・P  V卿   
事業とする。  

（・1）都道府県、、指定都市、中核市、市（措定都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同   

じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業・自立支援事業   

（2）都道府県、指定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村（指定   

都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が補助す   

る事業   

（3）都道府県、指定都市及び中核市が行うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行う事   

業に対して都道府県が補助する事業   

（4）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭自立支   

援給付金事業   

（5）都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子自立支援プ  

ログラム策定等事業  

（1）平成20年7月22日雇児発第0722003号「母子家庭等敢業＼自立支援事業の実施について⊥   

麒都道府県、指定都市、中核市、市（指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。   

以下同じ。）及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭等就業・自立支援事業  （2）平成15年6月1嚇   
茎卑し都道府県、指定都市及び中核市が行う母子家庭等日常生活支援事業並びに市町村   

（指牢都市及び中核市を除き、特別区を含む。以下同じ。）が行う事業に対して都道府県が   
補助する事業  （3）平成15年6月1卿基   
竺皇」都道府県、指定都市及び中核市が行うひとり親家庭生活支援事業並びに市町村が行   

う事業に対して都道府＝県が補助する事業  （4）平成15年6月3頗   
基づき、都道府県、指定都市、中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母子家庭   
自立支援給付金事業  （5）平成咽   
て」に基づき、都道府県、指定都市、・中核市、市及び福祉事務所を設置する町村が行う母   

子自立支援プログラム策定等事業  

（交付額の算定方法）  

4  く略）   

（交付額の算定方牡）  

4 （略）  



」埜付額の下限）  

」血岨吐出且凪iヂ七三てtTごてMこ蛙．なぜ鎚」空   
也ニュと法主王‡しゴ辻」⊥聖上ユニきL 

（交付の条件）  

且（略）   

（申請手続）  

7 この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。  

1）（略）  

（2）上記（1 

別紙様式第3による申請書を毎年度＿旦月末日までに厚生労働大臣に提出して行うものと  

する。   

（変更中諸手統）  

旦 この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請等   

を行う場合には、ヱに定める申請手続きに従い、毎年度別に定旦卵までに行うものとする。   

（交付決定までの標準的期間）  

且（略）  

宣（略）  （交付の条件）   

（申請手続）  

6 この補助金の交付の申請は、、次により行うものとする。  

1）（略）  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第3による申請書を毎年度且月末日までに厚生労働大臣に振出して行うものと  

する。   

（変更中諸手続）  

ヱ この補助金の交付決定後の事情の変更により、交付申請の内容を変更して追加交付申請等  

を行う場合には、且に定める申請手続きに従い、奉撃摩脚までに行うものとする。   

（交付決定までの標準的期間）  

旦（略）   

（補助金の概算払）  

旦 （略）   

（実績報告）  

遁 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家庭  

自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、事業が完了した日から起算して1ケ月を経過した日（旦の（2）より事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1ケ月  

を経過した日）又は都道府県知事が別に定める日のいずれか早い日までに別紙様式第4に  

ミ   よる報告書を都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必   

要な審査を行い、適正と認めたときはこれを 

により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合 

ら起算して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  

（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、事業の完了した日から起算して1ケ月を経過した日（旦  

の・（2）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理  

した日から起算して1か月を経過した日）又は翌年度4月末日のいずれか早い臼までに厚  

生労働大臣に提出しなければならない。   

（補助金の概算払）  

遁（略）   

（実績報告）  

旦この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。  

（1）市及び福祉事務所を設置する町村が実施する母子家庭等就業・自立支援事業、母子家庭  

自立支援給付金事業及び母子自立支援プログラム策定等事業  

市町村長は、事業が完了した目から起算して1ケ月を経過した日（且の（2う より事業  

の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1ケ月  

を経過した日）又は都道府県知事が別に定める日のいずれか早い目までに別紙様式第4に  

よる報告書を都道府県知事に提出し、都道府県知事は、前記報告書を受理したときは、必   

要な審査を行い、適正と認めたときはこれを取りまとめのうえ、翌年度4月末日（且の（2）  

により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日か   

ら起算して1か月を経過した日）までに厚生労働大臣に提出しなければならない。  
（2）上記（1）以外の事業  

別紙様式第5による報告書を、事業の完了した日から起算して1ケ月を経過した日（且  

の（2）により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理  

した日から起算して1か月を経過した日）又は翌年度4月末日のいずれか早い日までに厚  

生労働大臣に提出しなければならない。  





新  旧  

別 表  別 表  

1区分  2種目  3基準額   4対象経費  5補助率  1区分  2種目  3基準額   4対卑経費  5補助率  

母子家  母子家庭等就  母子家  母子家庭等就  
庭等対   庭等対   
策総合  業・自  （5）の各事業については、事業毎の金額に、事業の  クー事業の実施に  策総合  業・自  （5）の各事業については、事業毎の金額に、事業の  クー事業の実施に  

支援事  必要な報酬、共済  支援事  必要な報酬、共済  
業   ・1事業又は2事業を実施している瘍合0．9   費、報償費、貸金、  業   ・1事業又は2事業を実施している場合0．9   費、報償費、賃金、  

・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  ・3事業を実施している場合  0．95   旅費、需用費（食  

・4事業を実施している場合  1．0   糧費、印刷製本   ・4事業を実施している場合  1．0   糧費、印刷製本  

P費）ノ  費消耗晶費）役  

1母子家庭等就業・自立支援センター事業   務費（通信運搬  1母子家庭等就業・自立支援センター事業   務費（通倍運搬  

（1）就業支援事業   
費）、委託料、使用  （1）就業支援事業  

費）、委託料、使用  

料及び貸借料備  料及び賃借料、備  
1センター一当たり、事業の凋当たり支族日数に応じ以  1センター当在りむ退色▲堅迫巴  晶購入費  
下のア′・・ノウに定める金嶺  

Z＿週旦月以下の妾旅ゐ場合軋匙且題迫巴  

イ凋6日安鮨の場合 乳以迫巴  

ウ過7日莫旅の場合 姐迫⊥墜姐巴  

（2）就業支援講習会等事業  （2）就業支援講習会等事業  

1センター当たり 8，541，008円  1センター当たり 8，541，000円  

（3）就業情報操供事業  （3）就業情報提供事業  

I  1センター当たり 2，575，000円  1センター当たり 2，575，000円  

（4）在宅就業推進事業  （4）在宅．就業推進事業  

1センター当たり・2，000，000円  1センター当たり 2，000，000円  

（5）母子家庭等地域生活支援事業 （5）母子家庭等地域生活支援事業  

1センター当たり、事業の過当たり妾鮪日数に応じ以  1センター当たり 

下のア～りに定める金額  

ア過5日実施の関所の場合組1以必旦  

イ撰6日宝鮪の場合 旦1皇主上⊥旦⊆迫巴  

ウ週7日妾施の場合 血迷且』迫巴  

（6）母子家庭等就業・自立支援センター  （6）母子家庭等就業・自立支援センター  

指導職員養成セミナー事業  指導職員養成セミナー事業  

1ブロック当たり  ム旦姐巴  1ブロック当たり  ⊥旦8皇』迫巴  

一般市等就業・  一般市等就業・  

次l；より算出された額の合計乳  月立支援事業の実  1／2  次により算出された額の合計額  自立支援事業の実  1／2  

2一時市等就業・自立支援事業   施に必要な報酬、  2 一般市等就業・自立支援事業   施に必要な報酬、  

共済費、報償費、  共済費報償費  
1市又は1福祉事務所設置町村当たり2，000，000円   ．賃金、旅費、需用  1市又は1福祉事務所設置町村当たり2．000，000円  ヽ 貸金、旅費、需用  

費（食糧費、印刷  費（食糧費、印刷  

製本費、消耗品  製本費、消耗品  

費）、役務費（通信  費）、役務費（通信  

運搬費）、委託料、  運搬費）、委託料、 

使用料及び賃借  使用料及び貸借  

料、備品購入費  料、備品購入費  



母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
賃金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  

（通信運搬費）、  
委託料   

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

母子家庭等日常  
生活支援事業の実  
施に必要な報酬、  
貸金、報償費、旅  
費、需用費（印刷  
製本費）、役務費  

（通信運搬費）、  
垂託料  

母子家  
庭等日  
常生活  
支援事  
業  

次により算出した額や合計額  

1事務費分   

1か所当たり1，204，000円  

次により算出した額の合計額  

1事務費分   

1か所当たり1，204，000円  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

2 派遣手当分  

（1）子育て支援  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの  
単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

深夜、早朝以外の通常勤務時間（9：00～  
18：00）  

なお、講習会会場、そのほか適切な施設にて  
子育て支援をする場合については、次のイの．  
単価とする。  

（ア）児童1人の場合  

ア  ア  

740円×延活動単位数   

（イ）児童2人の場合  

740円×延活動単位数×1．5  

（ク）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2   

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5   

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ講習会会場等  

1，110円×延活動単位数  

ウ早朝、琴夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分（22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位   

とする。  

（ア）児童1人の場合  

920円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

g20円×延活動単位数×1．5  

（ウ）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

920円×延活動単位数×2．5  

740円×延活動単位数   

（イ）児童2人の場合  

740円×延活動単位数×1，5   

（ウ）児童3人の場合  

740円×延活動単位数×2   

（エ）児童4人の場合  

740円×延活動単位数×2．5   

（オ）児童5人の場合  

740円×延活動単位数×3  

イ練習会会場等  

1，110円×延活動単位数  

り早朝、深夜等（18：00～翌日9：00）   
なお、宿泊する場合については、宿泊分く22   
時～翌5時）の時間については次のエの単位 

とする。  

（ア）児童1人の場合  

920円×延活動単位数  

（イ）児童2人の場合  

920円×延活動単位数×1－5  

（ウ）児童3人の場合  

920円×延活動単位数×2  

（エ）児童4人の場合  

920円×延活動単位数×2．5  
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鱒  旧  

ひとり   次により算出した額の合計額   ひとり親家庭生活  ひとり   ．次により算出した額の合計額  ひとり親家庭生活  
親家庭  支援事業の実施に   親家庭  支援事業の実施に   
生活支  1ひとり親豪産相談支椿事糞   必要な報酬、賃  生活支  必要な報酬、賃  
援事業  

必迫巴  金、報償費、旅費、  援事葉  金、報償費、旅費、  
需用費（食塩費、  需用費（食埠費、  

2生活支援講習会事董  消耗品費）、役務  1生活支援講習会  消耗品費）、役務  
費（通信運搬費）、  費（通信運搬費）、  

裏迫L鎚旦巴×許座開催回数  委託料、使用料及  皿巴×講座開催回数  委託料、使用料及  
び貸借料  

2健康支援事業  
び貸借料  

が行う  が行う  

事業に  1か所当たり・934，000円  事業に  

市町村   対して 都道府 県が補 助する 場合  

3土日・夜間電話相談事業  

1か所当たり2．612，000円  

旦児童訪問援助事業  全児童訪問援助事業  

（1）1回の訪問が1日場合  （1）1回の訪問が1日場合  

市町村   対して 都道府 県が補 助する 場合  

7，660円×訪問延回数  7，660円×訪画延回数 

（2）1回の訪問が半日の場合  （2）1回の訪問が半日の場合  

4，910円×訪問延回数  4，910円×訪問延回数  

4ひとり親家庭情報交換事業  皇ひとり親家庭情報交換事業  

1か所当たり 213．000円  1か所当たり 213，000円  

母子家   母子家庭自立支援  母子家   母子家庭自立支援  
庭自立  給付金事業の実施  庭自立  給付金事業の実施  
支援給  に必要な負担金、  支援給  に必要な負担金、  

付金事 業   
補助及び交付金，  

付金事 業   
補助及び交付金、  

鱒助費   扶助費   
教育訓練経費の20％相当額  教育訓練経費の20％相当額  

（4．001円以上100，000円以下）  （4，001円以上100，000円以下）  

なお、教育訓練朋始日が平成19年9月以前の場合  

教育訓練凝層の40％相当書き 

r8．001円以上200．000円以下）   

－
∽
∽
－
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2高等技能訓練促進費等事業  
2高等技能訓練促進費等事業  

（1）高等技能訓練促進費（母子及び寡婦福祉法施行  
（1）高等技能訓練促進費（母子及び寡婦福祉法施行  

令（昭和39年政令第224号。以下「令」という。）第  
令（昭和39年政令第224乳以下「令」という。）第  

30粂に基づく高等職業訓練促進給付金）  
3P条に基づく高等職業訓練促進給付金）  

ア平成21年5月以前の月分Iこ係る支給  

（ア）平成19年摩以前に修業を開始した者  

103．000円×青給妊月数  

（イ）平成20年摩以後に修業を開始した者  

a市町村民槻非課税世帯に属する者  

103．000円×支給妊月数 

b市町村昆槻課梢．世業に属する者  

51．500円×支給征月数  

イ平成21年6月以後の月令に係る支給  

ヱ平成19年度以前に修業を開始した者  
良ユ平成19年度以前に修業を開始した者  

141，000円×支給延月数  141，000円×支給延月数  

∠平成20年度以後に修業を開始した者  
叫平成20年度以後に修業を開始した者  

蓑ユ市町村民税非課税世帯に属する者  旦市町村民税非課税世帯に属する者  

141，000円×支給延月数  141，000円×支給延月数  

也市町村民税課税世帯に属する者  立市町村民税課税世帯に属する者  

70，500円×支給延月数  70，500円×支給延月数  

（2）入学支援修了一時金（金第30粂の2に基づく高等  
（2）入学支援修了一時金（母子及び寡婦福祉法施行  

職朱訓練修了支援給付金）  
合一昭和39年政令第224号｛以下「令lとい’第  
30粂の2に峯づく高等職業訓練修了支援給付金）  

ア市町村民税非課税世帯に属する者  ア市町村民税非課税世帯に属する者  

50，000円×支給件数 叫000円×支給件数  

イア以外の者  イア以外の者  

25，000円×支給件数  25，000円×支給件数  

母子自   母子自立支援プ  母子自   母子自立支援プ  

立支援  ログラム策定等事  立支援  ログラム策定等事  

業に必要な報酬、   プログ   
業に必要な報酬、   

プログ   
ラム策  報償費、貸金、旅  ラム策  報償費、貸金、旅  

定等事  1プログラム当たり20，000円  費、需用費（消耗  定等事  1プログラム当たり 20JOOO円  費、需用費（消耗  

晶費、燃料費、．印  日費燃料費印  
業   

2就職準備支援コース事業  別製本費）、役務  
業  

2就職準備支援コース事業   別製本費）、役務  

費（通信運搬費）、  1人1か月当たり 30，000円（3か月を上限）   費（通信運搬費）、  
1人1か月当たり 30，000円（3か月を上限）、  委託料、共済費  委託料、共済費  

⊥
慧
丁
 
 
 




